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平成19年度　一般会計・特別会計・企業会計あわせ

総額 1,162億円の予算を可決

市
議
会
は
、
平
成
19
年
２
月
定
例
会
を
２

月
20
日
か
ら
３
月
23
日
ま
で
の
32
日
間
の
会

期
で
開
催
し
ま
し
た
。
今
議
会
で
は
、
市
長

提
出
の
平
成
19
年
度
各
会
計
予
算
な
ど
45
議

案
の
ほ
か
、
議
員
発
議
に
よ
る
意
見
書
等
に

つ
い
て
慎
重
に
審
議
し
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、

19
年
度
一
般
会
計
予
算
及
び
条
例
１
件
は
修

正
議
決
し
、
そ
の
他
は
い
ず
れ
も
原
案
の
と

お
り
可
決
・
同
意
し
ま
し
た
。

な
お
、
一
般
質
問
は
、
３
月
１
日
、
２
日
、

５
日
の
３
日
間
に
わ
た
り
14
名
の
議
員
が
行

い
、
市
政
の
あ
ら
ゆ
る
分
野
か
ら
市
長
・
教

育
長
の
考
え
を
た
だ
し
ま
し
た
。

主
　
な
　
内
　
容

（
ペ
ー
ジ
）

●
一
般
会
計
予
算
（
説
明
・
討
論
）
…
…
…
２

●
一
般
会
計
補
正
予
算
、
陳
情
…
…
…
…
…
５

●
特
別
・
企
業
会
計
予
算
…
…
…
…
…
…
…
６

●
国
保
税
条
例
の
一
部
改
正
、
意
見
書
…
…
８

●
駐
車
場
条
例
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
９

●
一
般
質
問
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
10

●
審
議
結
果
一
覧
表
、

５
月
臨
時
会
の
予
定
…
…
…
…
…
…
…
…
16

２
月
定
例
会
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市  税�
　276億�
　　3,674万円�
　　　（50.0%）�

民生費�
115億566万円�
（20.8%）�

市債�
63億9,330万円�
（11.6%）�

地方交付税  37億円（6.7%）�
�

国庫支出金  36億84万円（6.5%）�

諸収入  30億6,391万円（5.5%）�

県支出金  25億1,436万円（4.5%）�

地方消費税交付金  18億円（3.3%）�

繰入金ほか  65億7,085万円（11.9%）�

市民税�
127億767万円万円�

固定資産税固定資産税�
126億4,190万円万円�

都市計画税都市計画税ほか�
22億8,717万円万円�

市民税�
127億767万円�

固定資産税�
126億4,190万円�

都市計画税ほか�
22億8,717万円�

土木費�
106億�
7,894万円�
（19.3%）�

教育費�
70億6,930万円�
（12.8%）�

公債費�
69億�
2,656万円�
（12.5%）�

総務費�
67億8,619万円�
（12.3%）�
�

議会費ほか�
4億1,383万円�
（0.8%）�

衛生費�
57億6,942万円�
（10.4%）�

消防費�
20億5,463万円�
（3.7%）�

労働費�
19億8,521万円（3.6%）�

農林水産業費�
12億8,608万円（2.3%）�

商工費  8億418万円（1.5%）�

市
税
の
内
訳�



予
算
総
額
は
５
５
２
億
８
千
万

円
で
、
18
年
度
予
算
と
比
べ
21
億

６
、
７
０
０
万
円
、
４
・
１
％
の

増
と
な
り
ま
す
。
新
市
誕
生
後
３

年
目
を
迎
え
る
予
算
と
し
て
、
総

合
的
な
治
水
対
策
や
学
校
教
育
施

設
の
整
備
・
耐
震
化
の
推
進
等
、

安
全
・
安
心
を
確
保
す
る
た
め
の

取
り
組
み
に
加
え
、
新
市
の
将
来

の
発
展
を
見
据
え
た
先
行
的
な
企

業
誘
致
策
や
、
都
市
基
盤
整
備
の

取
り
組
み
を
着
実
に
進
め
る
こ
と

と
し
た
も
の
で
す
。

19
年
度
は
、
三
位
一
体
の
改
革

に
よ
る
税
源
移
譲
が
本
格
的
に
実

施
さ
れ
、
大
き
な
変
革
の
年
と
な

り
ま
す
。
歳
出
で
は
、
社
会
保
障

費
関
係
経
費
を
は
じ
め
と
す
る
財

政
需
要
の
増
大
や
公
債
費
償
還
の

増
加
に
よ
り
、
義
務
的
経
費
が
増

加
し
た
こ
と
か
ら
、
予
算
編
成
に

当
た
り
、
各
部
局
み
ず
か
ら
行
政

改
革
に
取
り
組

め
る
よ
う
、
一

部
に
部
局
へ
の

枠
配
分
方
式
を

導
入
す
る
な
ど
、

限
ら
れ
た
財
源

の
有
効
か
つ
効

率
的
な
活
用
を

目
指
し
、
経
費
の
節
減
等
に
努
め

ま
し
た
。

歳
入
の
主
な
状
況
は
、
市
税
は

税
制
改
正
の
影
響
や
企
業
収
益
の

好
転
等
に
よ
り
、
個
人
及
び
法
人

市
民
税
が
大
き
く
伸
び
た
こ
と
か

ら
、
全
体
で
12
・
４
％
、
約
30
億

６
千
万
円
の
増
、
２
７
６
億
３
、

６
７
３
万
円
を
見
込
み
、市
債
は
、

合
併
特
例
事
業
の
本
格
化
に
よ
る

影
響
で
、
27
・
３
％
、
13
億
６
、

９
１
０
万
円
の
増
、
63
億
９
、
３

３
０
万
円
を
計
上
し
ま
し
た
。
こ

れ
ら
の
収
入
を
見
込
ん
だ
結
果
、

不
足
す
る
財
源
を
補
て
ん
す
る
た

め
、
財
政
調
整
基
金
か
ら
16
億
５

千
万
円
の
繰
り
入
れ
を
予
定
し
て

い
ま
す
。

歳
出
の
主
な
も
の
は
、

環

境
に
や
さ
し
い
ま
ち
づ
く
り
―
新

ご
み
処
理
施
設
の
建
設
、
霊
園
の

整
備
、

住
ん
で
良
か
っ
た
と

思
え
る
ま
ち
づ
く
り

―
主
要
幹
線
道
路
の

整
備
、
遠
州
豊
田
パ

ー
キ
ン
グ
エ
リ
ア
周

辺
整
備
事
業
、

豊

か
な
心
を
育
み
活
躍

で
き
る
ま
ち
づ
く
り

―
磐
田
・
福
田
統
合
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安
全
･
安
心
、
新
市
の
将
来
を
見
据
え
た

施
策
を
推
進

修

正

案

を

可

決

19
年
度
一
般
会
計
予
算
に
対
し

３
人
の
議
員
か
ら
修
正
案
が
提
出

さ
れ
ま
し
た
。

内
容
は
、
教
育
費
の
中
の
遠
江

国
分
寺
資
料
館
施
設
整
備
費
１
千

万
円
を
減
額
し
、
予
備
費
を
１
千

万
円
増
額
と
す
る
も
の
で
す
。
提

出
者
か
ら
の
趣
旨
説
明
は
、
次
の

と
お
り
で
す
。

遠
江
国
分
寺
整
備
検
討
委
員
会

は
、
構
成
員
も
議
論
も
、
文
化
財

の
保
護
に
重
心
が
か
か
っ
て
い
る

と
感
じ
ら
れ
る
。
公
共
施
設
の
利

活
用
と
再
配
置
、
歴
史
と
市
民
活

力
を
生
か
し
た
ま
ち
づ
く
り
、
地

元
自
治
会
、
緑
の
公
園
と
し
て
の

要
望
と
機
能
な
ど
、
多
方
面
の
視

点
で
市
全
体
の
中
で
の
検
討
が
必

要
で
あ
る
。

文
化
庁
と
の
関
係
で
は
、
資
料

館
建
設
が
文
化
庁
補
助
金
で
は
な

く
、
合
併
特
例
債
に
よ
る
事
業
と

し
て
計
画
さ
れ
て
い
る
以
上
、
市

独
自
の
判
断
が
許
容
さ
れ
る
も
の

と
と
ら
え
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。

建
設
時
期
は
、
再
発
掘
調
査
が

完
了
し
た
時
点
、
新
市
ま
ち
づ
く

り
計
画
の
後
期
、
総
合
計
画
の
後

期
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
考
え
ら
れ
、

現
在
は
時
期
尚
早
で
あ
る
。

資
料
館
の
内
容
に
つ
い
て
、
展

示
資
料
は
国
分
寺
資
料
を
中
心
と

し
、
全
時
代
の
磐
田
の
歴
史
財
産

を
展
示
す
る
意
向
の
よ
う
だ
が
、

磐
田
の
誇
り
と
し
て
展
示
す
る
に

十
分
な
資
料
館
か
、
い
ま
一
度
、

規
模
、
機
能
、
場
所
な
ど
の
検
討

が
必
要
と
考
え
る
。

以
上
を
主
な
理
由
と
し
、
遠
江

国
分
寺
資
料
館
建
設
に
係
る
実
施

設
計
委
託
料
を
予
備
費
に
組
み
替

え
る
よ
う
求
め
る
も
の
で
あ
る
。

賛
成
29
（
公
・
無
）、
反
対
４

（
共
・
無
）
に
よ
り
可
決
。

学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
の
建
設
、
小

中
学
校
及
び
幼
稚
園
の
耐
震

化
、

安
全
・
安
心
な
ま
ち
づ

く
り
―
地
域
防
災
無
線
の
整
備
、

総
合
的
治
水
対
策
事
業
、

や

さ
し
さ
、
ふ
れ
あ
い
、
支
え
合
い

の
ま
ち
づ
く
り
―
（
仮
称
）
総
合

福
祉
会
館
の
建
設
、
特
定
不
妊
治

療
の
支
援
、

交
流
と
活
力
の

あ
る
ま
ち
づ
く
り
―
市
内
へ
進
出

す
る
企
業
へ
の
助
成
、

計
画

推
進
の
た
め
に
―
自
治
会
活
動
な

ど
地
域
づ
く
り
へ
の
支
援
、
行
財

政
改
革
の
推
進
等
で
す
。

賛
成
29
（
公
・
無
）、
反
対
４

（
共
・
無
）
に
よ
り
可
決
。
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（
共
産
）
本
予
算
案
に
反
対
す
る
。

定
率
減
税
の
廃
止
に
よ
る
住
民

税
の
負
担
増
は
、
暮
ら
し
へ
の
深

刻
な
打
撃
で
あ
る
。
住
民
の
生
活

不
安
が
高
ま
っ
て
い
る
と
き
の
庶

民
増
税
に
は
賛
成
で
き
な
い
。

国
の
地
方
交
付
税
の
今
後
に
不

安
定
要
素
が
多
々
含
ま
れ
て
い
る

中
で
、
合
併
特
例
債
事
業
が
後
年

度
に
負
担
と
し
て
重
く
の
し
か
か

る
こ
と
も
予
想
さ
れ
、
慎
重
に
対

応
す
べ
き
で
あ
る
。
地
方
自
治
体

の
使
命
は
住
民
の
福
祉
の
増
進
を

図
る
こ
と
で
あ
り
、
行
財
政
改
革

と
い
う
な
ら
、
住
民
福
祉
が
ど
う

な
る
か
と
い
う
観
点
が
大
切
で
あ

る
。
大
型
事
業
の
見
直
し
を
後
回

し
に
し
、
市
が
責
任
を
負
う
べ
き

仕
事
を
、
先
に
民
間
委
託
あ
り
き

の
や
り
方
に
は
賛
成
で
き
な
い
。

小
学
校
５
・
６
年
生
の
35
人
以

下
学
級
の
先
送
り
は
問
題
で
あ

る
。
市
内
公
立
幼
稚
園
と
保
育
園

の
統
廃
合
計
画
・
民
営
化
は
市
民

に
十
分
な
説
明
も
な
く
納
得
で
き

な
い
。
20
年
度
施
行
の
後
期
高
齢

者
医
療
制
度
は
、
国
民
皆
保
険
の

空
洞
化
を
進
め
る
も
の
で
あ
り
、

広
域
連
合
負
担
金
、
後
期
高
齢
者

シ
ス
テ
ム
導
入
に
は
賛
成
で
き
な

い
。国

分
寺
資
料
館
は
必
要
と
考
え

る
が
、
内
容
が
地
域
の
教
育
な
ど

に
役
立
つ
も
の
と
し
、
市
民
へ
の

理
解
を
図
る
よ
う
求
め
る
。

安
心
・
安
全
に
か
か
わ
る
市
民

要
望
に
こ
た
え
た
点
は
賛
意
を
示

す
が
、
本
予
算
案
に
反
対
す
る
。

（
無
所
属
）
修
正
案
及
び
修
正
を

除
く
原
案
に
賛
成
す
る
。

修
正
案
は
、
所
管
委
員
会
に
お

い
て
慎
重
審
査
を
経
て
提
出
に
至

っ
た
も
の
で
あ
り
賛
同
す
る
。

定
率
減
税
の
廃
止
に
よ
る
、
市

民
に
と
っ
て
痛
み
の
伴
う
市
税
の

増
収
は
複
雑
な
も
の
が
あ
る
が
、

国
内
経
済
の
回
復
の
兆
し
が
見
え

始
め
た
こ
と
に
よ
り
、
不
安
感
は

解
消
さ
れ
る
も
の
と
推
測
す
る
。

行
財
政
改
革
に
よ
る
余
剰
財
源

を
市
民
サ
ー
ビ
ス
向
上
へ
振
り
向

け
る
こ
と
は
、
大
い
に
意
義
が
あ

る
。
三
位
一
体
の
改
革
に
よ
り
地

方
自
治
体
の
取
り
組
み
い
か
ん
で

増
収
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
今
、

都
市
間
競
争
に
勝
ち
残
る
た
め
の

施
策
が
本
予
算
に
盛
り
込
ま
れ
て

お
り
、
期
待
さ
れ
る
。

新
た
な
総
合
計
画
の
６
つ
の
基

本
目
標
に
基
づ
く
各
事
業
の
推
進

は
、
計
画
を
着
実
に
履
行
す
る
も

の
と
し
て
認
め
る
も
の
で
あ
る

が
、
基
金
取
り
崩
し
と
、
起
債
に

頼
る
手
法
は
、
前
年
に
引
き
続
き

増
額
と
な
っ
て
お
り
懸
念
す
る
。

行
政
運
営
は
生
き
物
で
あ
り
、

以
前
に
策
定
さ
れ
た
計
画
等
で
あ

っ
て
も
変
更
を
余
儀
な
く
さ
れ
る

場
面
も
発
生
す
る
が
、
当
局
と
議

会
が
議
論
を
重
ね
、
慎
重
か
つ
迅

速
な
対
応
が
必
要
で
あ
る
。

安
全
・
安
心
の
ま
ち
づ
く
り
を

基
本
と
し
た
市
民

生
活
の
利
便
性
を

図
る
こ
と
を
第
一

義
と
し
た
本
予
算

案
に
賛
成
す
る
。

（
無
所
属
）
本
予
算
案
に
反
対
す
る
。

予
算
に
計
上
さ
れ
て
い
る
事
業

そ
の
も
の
は
、そ
の
一
部
を
除
き
、

事
業
の
意
義
、
内
容
と
も
に
お
お

む
ね
理
解
で
き
る
が
、
各
地
で
自

治
体
の
財
政
困
窮
が
発
覚
す
る

中
、
今
日
ま
で
の
市
政
運
営
や
19

年
度
予
算
等
、財
政
的
見
地
か
ら
、

強
い
危
機
感
の
ほ
う
が
ま
さ
り
反

対
の
立
場
を
と
る
に
至
っ
た
。

現
在
の
財
政
状
況
は
、
旧
５
市

町
村
の
と
き
よ
り
健
全
性
を
失

い
、
脆
弱
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に

思
え
て
な
ら
な
い
。
こ
の
一
番
の

要
因
は
、
合
併
前
に
膨
大
に
積
み

上
げ
ら
れ
た
事
業
が
整
理
さ
れ
る

ど
こ
ろ
か
、
新
市
と
し
て
の
位
置

づ
け
が
し
っ
か
り
と
示
さ
れ
な
い

ま
ま
、合
併
特
例
債
事
業
と
称
し
、

一
般
財
源
が
不
足
す
る
ほ
ど
体
力

以
上
の
事
業
を
展
開
し
て
い
る
点

に
あ
る
。
一
般
財
源
の
不
足
は
、

生
活
に
直
結
し
た
事
業
だ
け
で
は

な
く
市
政
全
般
に
影
響
を
及
ぼ

し
、
市
民
に
し
わ
寄
せ
が
降
り
か

か
る
。

小
異
を
捨
て
合
併
し
た
の
は
、

国
・
地
方
の
厳
し
い
財
政
事
情
を

知
り
、
将
来
の
た
め
自
立
し
た
自

治
体
を
実
現
さ
せ
、
子
や
孫
に
つ

な
げ
て
い
こ
う
と
す
る
熱
い
思
い

が
第
一
義
に
あ
っ
た
は
ず
で
あ

る
。
目
先
の
こ
と
で
財
政
を
硬
直

化
さ
せ
、
後
年
度
に
こ
の
し
わ
寄

せ
を
持
っ
て
い
っ
て
は
な
ら
な

い
。
後
年
、
何
の
た
め
に
合
併
し

た
の
か
と
強
く
指
摘
を
受
け
る
こ

と
の
な
い
よ
う
願
い
、反
対
す
る
。

（
無
所
属
）
修
正
案
及
び
修
正
を

除
く
原
案
に
賛
成
す
る
。

今
回
の
修
正
案
の
内
容
は
、
国

分
寺
資
料
館
の
価
値
を
認
め
な
が

ら
も
、
さ
ら
に
歴
史
の
ま
ち
に
ふ

さ
わ
し
い
も
の
に
す
る
た
め
に
、

新
市
全
体
を
視
野
に
置
き
、
時
間

を
置
い
て
考
え
る
べ
き
と
い
う
趣

旨
と
受
け
取
っ
た
。

国
分
寺
を
は
じ
め
、
多
く
の
歴

史
・
文
化
は
大
切
に
し
た
い
し
、

こ
の
ま
ち
に
あ
る
と
い
う
こ
と
を

誇
り
に
思
い
、
歴
史
の
ま
ち
と
し

て
、
そ
の
ガ
イ
ダ
ン
ス
的
な
拠
点

の
必
要
性
を
感
じ
て
い
る
。

し
か
し
、
ど
う
し
て
も
唐
突
な

印
象
が
あ
り
、国
分
寺
に
限
ら
ず
、

他
の
施
設
整
備
に
お
い
て
も
、

個
々
の
検
討
が
余
り
示
さ
れ
ず
、

十
分
な
議
論
が
さ
れ
な
い
ま
ま
、

突
然
に
、
か
つ
集
中
し
て
出
さ
れ

た
と
い
う
印
象
が
ぬ
ぐ
え
な
い
。

こ
れ
は
、
こ
こ
に
至
る
ま
で
の
市

長
の
財
政
面
か
ら
始
ま
る
市
政
全

体
に
つ
い
て
、
し
っ
か
り
議
論
し

よ
う
と
い
う
誠
意
の
あ
る
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
不
足
と
考
え

る
。こ

う
し
た

点
に
対
し
て
、

要
望
を
付
し

て
賛
成
で
は

足
り
な
い
と

い
う
面
で
、

こ
の
修
正
案

に
賛
成
す
る
。

討
　
論

庶
民
増
税
や
民
営
化

あ
り
き
の
や
り
方
は
問
題

都
市
間
競
争
に

勝
ち
残
る
予
算
に
期
待

体
力
以
上
の
事
業
展
開

市
政
運
営
に
強
い
危
機
感

市
政
全
体
に

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
不
足



― 5―

平成19年5月1日　No.10

今
回
の
補
正
予
算
は
、
歳
入
歳

出
予
算
の
追
加
、
債
務
負
担
行
為

及
び
繰
越
明
許
費
の
設
定
で
、
歳

入
歳
出
予
算
に
13
億
４
、
７
４
６

万
７
千
円
を
追
加
し
、
総
額
を
５

５
９
億
６
、
３
０
９
万
４
千
円
と

す
る
も
の
で
す
。

主
な
内
容
は
、
国
の
補
正
予
算

に
よ
り
市
町
村
合
併
推
進
体
制
整

備
費
補
助
金
が
大
幅
に
増
額
と
な

る
た
め
、
対
象
事
業
と
し
て
19
年

度
に
予
定
し
て
い
た
磐
田
市
聖
苑

の
改
修
事
業
、
適
応
指
導
教
室

「
あ
す
な
ろ
」
整
備
事
業
な
ど
の

前
倒
し
や
、
後
期
高
齢
者
医
療
制

度
の
実
施
に
向
け
た
電
算
シ
ス
テ

ム
の
改
修
経
費
な
ど
で
す
。

な
お
、
こ
れ
ら
の
財
源
に
つ
い

て
は
、
国
・
県
の
補
助
金
や
法
人

市
民
税
な
ど
を
充
て
ま
す
。

賛
成
30
（
公
・
無
）、
反
対
３

（
共
）
に
よ
り
可
決
。

（
共
産
）
反
対
の
主
な
理

由
は
、
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
を

行
う
た
め
の
電
算
シ
ス
テ
ム
改
修

関
係
予
算
に
つ
い
て
で
あ
る
。

医
療
制
度
改
定
関
連
法
案
の
目

的
は
、
国
の
役
割
や
国
の
医
療
へ

の
責
任
の
軽
減
、
大
企
業
の
医
療

保
険
へ
の
負
担
軽
減
等
で
あ
る
。

こ
の
制
度
改
定
の
中
心
と
な
る
も

の
が
、
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の

創
設
で
あ
り
、
高
齢
者
の
負
担
が

ふ
え
る
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
保

険
料
を
払
え
な
い
人
に
は
、
短
期

被
保
険
者
証
や
資
格
証
明
書
の
発

行
も
あ
る
。
医
療
広
域
連
合
へ
の

個
人
情
報
を
提
供
す
る
際
の
セ
キ

ュ
リ
テ
ィ
ー
も
心
配
で
あ
る
。

ま
た
、
国
の
補
正
予
算
で
合
併

補
助
金
が
大
幅
に
増
額
し
た
た

め
、
次
年
度
に
計
画
し
て
い
た
６

事
業
を
前
倒
し
で
計
上
し
て
い

る
。
地
方
分
権
と
言
い
な
が
ら
、

国
の
意
向
が
強
く
働
い
て
い
る
予

算
で
あ
る
。
住
民
の
要
望
か
ら
発

す
る
も
の
で
は
な
く
、
上
意
下
達

の
感
は
否
め
な
い
。

以
上
の
理
由
に
よ
り
反
対
す

る
。

（
無
所
属
）
高
齢
化
の
進

展
に
よ
り
、
老
人
医
療
費
を
中
心

と
し
た
国
民
医
療
費
が
増
大
す
る

中
、
国
民
皆
保
険
制
度
を
堅
持
し

て
い
く
た
め
健
康
保
険
法
が
改
正

さ
れ
、
75
歳
以
上
の
方
を
対
象
と

し
た
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
が
創

設
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
県
下
す
べ

て
の
市
町
が
加
入
す
る
広
域
連
合

が
、
保
険
料
の
決
定
か
ら
医
療
の

給
付
ま
で
を
一
体
的
に
処
理
す
る

こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

実
施
に
は
、
被
保
険
者
の
資
格

管
理
や
保
険
料
の
賦
課
決
定
を
行

う
広
域
連
合
に
対
し
、
住
基
情
報

や
税
情
報
等
を
提
供
す
る
た
め
の

シ
ス
テ
ム
や
広
域
連
合
か
ら
提
供

さ
れ
る
賦
課
情
報
に
基
づ
き
、
納

入
通
知
書
の
作
成
、
保
険
料
の
徴

収
、
収
納
状
況
の
管
理
を
行
う
シ

ス
テ
ム
の
改
修
が
必
要
で
あ
る
。

広
域
連
合
が
円
滑
に
運
営
さ
れ
、

75
歳
以
上
の
方
が
今
ま
で
ど
お
り

不
便
な
く
医
療
を
受
け
る
た
め
に

は
必
要
不
可
欠
な
も
の
で
あ
る
。

制
度
移
行
に
お
い
て
遺
漏
の
な
い

対
応
を
願
い
、
賛
成
す
る
。

【
陳
情
者
】

静
岡
県
保
険
医
協
会

理
事
長
　
聞
間
　
元
さ
ん

本
陳
情
の
趣
旨
は
、
妊
産
婦
医

療
費
助
成
制
度
を
創
設
し
て
く
だ

さ
い
と
い
う
も
の
で
す
。

主
な
理
由
は
、
少
子
化
の
一
因

に
、
妊
娠
か
ら
出
産
に
至
る
間
の

経
済
的
援
助
や
労
働
条
件
の
不
備

の
問
題
が
あ
る
。
ま
た
、
妊
産
婦

対
象
の
医
療
費
の
助
成
制
度
を
実

施
し
て
い
る
自
治
体
で
は
、
医
療

費
助
成
の
申
請
延
べ
件
数
の
う

ち
、
約
60
％
が
切
迫
早
産
で
占
め

ら
れ
る
な
ど
、
妊
娠
か
ら
出
産
に

至
る
間
に
は
医
療
面
の
十
分
な
支

援
も
求
め
ら
れ
て
い
る
。
現
在
、

岩
手
県
、
茨
城
県
、
栃
木
県
、
富

山
県
の
４
県
で
実
施
し
て
い
る

が
、
実
施
主
体
と
な
る
市
町
村
で

の
制
度
創
設
が
少
子
化
対
策
の
課

題
と
考
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
で

す
。具

体
的
な
項
目
は
、「
妊
産
婦

を
対
象
と
す
る
医
療
費
助
成
制
度

の
創
設
に
つ
い
て
、
関
係
各
方
面

と
の
検
討
を
開
始
し
、
実
現
に
向

け
た
取
り
組
み
を
進
め
て
ほ
し

い
。
そ
の
内
容
は
、

妊
婦
に

つ
い
て
は
医
療
保
険
各
法
に
基
づ

く
自
己
負
担
額
を
助
成
す
る
こ

と
。
な
お
、
入
院
時
食
事
療
養
標

準
負
担
額
も
助
成
対
象
と
す
る
こ

と
、

所
得
制
限
及
び
自
己
負

担
を
設
け
な
い
こ
と
、

助
成

内
容
は
現
物
給
付
と
す
る
こ
と
」

と
い
う
も
の
で
す
。

所
管
の
民
生
病
院
委
員
会
で
慎

重
に
審
査
し
た
結
果
、「
県
が
制

度
を
つ
く
っ
た
中
で
市
が
実
施
す

る
こ
と
が
妥
当
」
等
の
意
見
に
よ

り
「
不
採
択
と
す
べ
き
も
の
」
と

決
定
。
３
月
23
日
の
全
員
協
議
会

に
お
い
て
も
委
員
長
報
告
に
賛
成

25
（
無
）、
反
対
８
（
公
・
共
・

無
）
に
よ
り
「
不
採
択
」
と
決
定

し
ま
し
た
。

18
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算
を
可
決

討
　
論

国
の
意
向
が
強
い
予
算

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
反
対

円
滑
な
運
営
に
必
要
不
可
欠

遺
漏
の
な
い
対
応
を

・
―
陳
　
情
―
・

「
妊
産
婦
医
療
費
助
成
制
度

の
創
設
」
を
求
め
る
陳
情

所
管
す
る
事
項
を
調
査
す
る
た

め
先
進
都
市
へ
行
政
視
察
を
行
い

ま
し
た
。

○
議
会
運
営
委
員
会

（
平
成
19
年
１
月
10
日
〜
11
日
）

視
察
事
項

（1）
議
会
運
営
の
状
況

（
三
重
県
松
阪
市
、
兵
庫
県
明
石
市
）

（2）
議
会
運
営
の
活
性
化

（
松
阪
市
、
明
石
市
）

（3）
地
方
自
治
法
改
正
に
関
す
る
対
応

（
松
阪
市
、
明
石
市
）
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予
算
総
額
は
１
４
８
億
６
、
８

２
０
万
９
千
円
で
、
前
年
度
に
比

べ
13
・
８
％
（
18
億
５
６
１
万
８

千
円
）
の
増
と
な
り
ま
し
た
。

被
保
険
者
の
世
帯
数
を
３
万
５

百
世
帯
と
見
込
み
、
増
加
が
見
込

ま
れ
る
退
職
被
保
険
者
等
の
療
養

給
付
費
の
伸
び
、
医
療
制
度
改
革

に
向
け
た
取
り
組
み
な
ど
を
考
慮

し
た
予
算
編
成
と
し
ま
し
た
。

賛
成
30
（
公
・
無
）、
反
対
３

（
共
）
に
よ
り
可
決
。

（
共
産
）
国
保
加
入
世
帯

の
所
得
階
層
を
見
る
と
、
年
間
所

得
が
50
万
円
未
満
の
世
帯
は
１
万

８
５
５
世
帯
と
な
り
、
構
成
比
は

加
入
世
帯
の
35
・
６
％
に
当
た
る
。

国
民
健
康
保
険
は
低
所
得
者
が

多
く
加
入
し
て
い
る
医
療
保
険
で

あ
り
、
国
の
手
厚
い
援
助
が
な
け

れ
ば
成
り
立
た
な
い
制
度
だ
が
、

政
府
は
１
９
８
４
年
の
国
民
健
康

保
険
法
改
悪
に
よ
り
国
庫
負
担
率

を
引
き
下
げ
、
そ
の
後
も
国
の
責

任
を
次
々
に
後
退
さ
せ
て
き
た
。

国
に
対
し
む
だ
な
支
出
を
見
直

し
、
国
庫
負
担
を
当
時
の
水
準
に

戻
す
よ
う
要
望
す
べ
き
で
あ
る
。

国
保
税
の
減
免
制
度
に
は
法
定

減
免
と
申
請
減
免
が
あ
る
が
、
市

は
条
例
等
で
独
自
に
行
う
こ
と
が

で
き
る
申
請
減
免
拡
充
要
求
に
対

し
拒
否
し
て
い
る
。
ま
た
、
税
制

改
定
に
よ
り
国
保
税
軽
減
世
帯
が

減
っ
て
い
る
。
生
活
困
窮
者
の
た

め
救
済
措
置
が
必
要
と
考
え
る
。

申
請
減
免
を
充
実
さ
せ
る
こ
と

な
ど
を
提
言
し
、
反
対
す
る
。

（
無
所
属
）
本
予
算
は
増

加
が
見
込
ま
れ
る
退
職
被
保
険
者

等
の
療
養
給
付
費
の
伸
び
、
制
度

改
正
や
医
療
制
度
改
革
に
向
け
た

取
り
組
み
な
ど
を
考
慮
し
た
予
算

で
あ
る
と
理
解
す
る
。

歳
入
で
は
介
護
納
付
金
に
係
る

不
足
分
を
補
う
一
般
会
計
繰
入
金

が
、
18
年
度
の
額
以
下
に
抑
え
ら

れ
て
い
る
こ
と
、
国
保
税
軽
減
世

帯
数
は
全
世
帯
数
の
約
23
％
に
相

当
し
て
お
り
、
所
得
に
応
じ
た
税

負
担
の
軽
減
に
も
配
慮
し
て
い
る
。

歳
出
で
は
被
保
険
者
の
健
康
増

進
や
疾
病
予
防
を
図
る
人
間
ド
ッ

ク
助
成
事
業
に
加
え
、
医
療
費
適

正
化
に
向
け
た
取
り
組
み
と
し

て
、
生
活
習
慣
病
予
防
を
目
的
と

す
る
ヘ
ル
ス
ア
ッ
プ
事
業
等
の
推

進
に
重
点
を
置
い
た
予
算
と
し
て

い
る
。

今
後
も
国
保
財
政
安
定
化
の
た

め
、
国
保
税
の
適
正
な
賦
課
・
算

定
及
び
収
納
率
向
上
に
努
め
る
と

と
も
に
、
保
健
事

業
の
充
実
に
よ
る

医
療
費
適
正
化
の

取
り
組
み
を
要
望

し
賛
成
す
る
。

予
算
総
額
は
１
２
５
億
４
、
５

８
８
万
４
千
円
で
、
前
年
度
に
比

べ
１
・
８
％
（
２
億
３
、
４
３
３

万
１
千
円
）の
減
と
な
り
ま
し
た
。

老
人
医
療
受
給
者
数
は
、
平
成

14
年
度
の
制
度
改
正
に
よ
り
９
月

ま
で
減
少
し
、
10
月
か
ら
増
加
す

る
見
込
み
で
す
。

賛
成
30
（
公
・
無
）、
反
対
３

（
共
）
に
よ
り
可
決
。

（
共
産
）
２
０
０
６
年
10

月
か
ら
、
70
歳
以
上
の
現
役
並
み

所
得
者
の
窓
口
負
担
は
３
割
に
な

っ
た
。
税
制
改
定
に
よ
り
現
役
並

み
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
高
齢
者
も

ふ
え
て
い
る
。

２
０
０
８
年
４
月
か
ら
75
歳
以

上
の
後
期
高
齢
者
だ
け
の
医
療
制

度
が
始
ま
る
。
こ
の
後
期
高
齢
者

医
療
制
度
創
設
に
よ
り
、
老
人
保

健
制
度
は
最
終
年
度
と
な
る
。
老

人
保
健
法
廃
止
と
と
も
に
、
健
康

診
断
事
業
縮
小
も
懸
念
さ
れ
る
。

小
さ
な
政
府
の
名
で
国
民
の
命

と
健
康
へ
の
責
任
を
放
棄
し
、
公

的
保
険
・
医
療
を
破
壊
し
て
き

た
。
戦
前
・
戦
中
と
苦
労
を
し
、

戦
後
の
復
興
を
頑
張
っ
て
き
た
高

齢
者
に
対
す
る
冷
た
い
政
治
を
正

す
温
か
い

福
祉
の
心

が
必
要
で

あ
る
。

以
上
の

観
点
か
ら

反
対
す
る
。

（
無
所
属
）
老
人
医
療
給

付
費
の
負
担
金
は
、
社
会
保
険
診

療
報
酬
支
払
基
金
か
ら
の
交
付

金
、
国
・
県
の
負
担
金
及
び
一
般

会
計
か
ら
の
繰
入
金
が
主
な
財
源

と
な
っ
て
い
る
。

19
年
度
の
医
療
給
付
費
は
、
18

年
度
と
比
較
し
、
約
３
億
４
百
万

円
の
減
額
と
な
っ
て
い
る
。

健
康
を
維
持
し
て
い
く
た
め
に

も
健
診
事
業
に
も
尽
力
し
、
医
療

費
を
有
効
に
使
い
、
節
約
に
努
め

る
指
導
を
徹
底
し
、
医
療
費
削
減

に
努
め
る
と
と
も
に
、
運
営
に
対

し
慎
重
な
執
行
に
努
め
る
こ
と
を

願
い
賛
成
す
る
。

国
民
健
康
保
険
事
業
特
別
会
計
予
算

討
　
論

申
請
減
免
の
拡
充
を

保
健
事
業
充
実
に
よ
る

医
療
費
適
正
化
を

老
人
保
健
特
別
会
計
予
算

討
　
論

高
齢
者
へ
の

温
か
い
福
祉
の
心
が
必
要

医
療
費
削
減
に
努
力
を
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予
算
総
額
は
75
億
７
、
７
０
３

万
１
千
円
で
、
前
年
度
に
比
べ

２
・
８
％
（
２
億
５
０
７
万
８
千

円
）
の
増
と
な
り
ま
し
た
。

介
護
保
険
事
業
計
画
に
基
づ

き
、
在
宅
及
び
施
設
に
お
け
る
介

護
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
に
伴
う
介
護

給
付
費
な
ど
を
見
込
ん
だ
予
算
編

成
と
し
ま
し
た
。

賛
成
30
（
公
・
無
）、
反
対
３

（
共
）
に
よ
り
可
決
。

（
共
産
）
介
護
保
険
の
見

直
す
べ
き
課
題
と
し
て
、
利
用
料

負
担
が
重
い
た
め
に
必
要
な
介
護

サ
ー
ビ
ス
を
受
け
ら
れ
な
い
状
況

が
存
在
す
る
こ
と
、
保
険
料
の
値

上
げ
に
よ
り
重
い
負
担
と
な
る
こ

と
、
深
刻
な
施
設
不
足
が
あ
る
。

軽
度
者
の
必
要
な
介
護
サ
ー
ビ

ス
を
守
り
、
施
設
利
用
料
の
実
効

あ
る
軽
減
措
置
を
講
じ
る
こ
と
、

及
び
地
域
支
援
事
業
に
十
分
な
公

費
を
投
入
し
、
公
的
責
任
を
し
っ

か
り
果
た
す
な
ど
、
改
悪
法
に
よ

る
サ
ー
ビ
ス
切
り
捨
て
、
負
担
増

か
ら
高
齢
者
と
住
民
を
守
る
こ
と

が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

市
の
施
策
は
不
十
分
で
あ
る
。

以
上
の
理
由
に
よ
り
反
対
す

る
。

（
無
所
属
）
介
護
認
定
者

の
増
加
に
伴
う
給
付
費
用
の
肥
大

化
へ
の
見
直
し
が
、
17
年
10
月
か

ら
始
ま
り
、
18
年
４
月
か
ら
は
法

改
正
に
よ
り
新
た
な
制
度
が
ス
タ

ー
ト
し
た
。

新
制
度
で
は
、
介
護
予
防
を
重

視
し
た
新
予
防
給
付
と
地
域
支
援

事
業
が
大
き
な
柱
と
な
る
。
特
に

地
域
支
援
事
業
は
、
市
が
主
体
と

な
っ
て
実
施
で
き
る
予
防
メ
ニ
ュ

ー
事
業
で
あ
り
、
こ
の
成
果
は
介

護
給
付
の
抑
制
に
な
る
と
と
も

に
、
地
域
で
生
き
生
き
と
し
た
健

康
な
高
齢
者
の
創
出
に
つ
な
が
る

は
ず
で
あ
る
。

魅
力
あ

る
地
域
支

援
事
業
の

推
進
を
願

い
賛
成
す

る
。

介
護
保
険
事
業
特
別
会
計
予
算

討
　
論

市
の
施
策
は
不
十
分

魅
力
あ
る

地
域
支
援
事
業
の
推
進
を

 国民健康保険事業特別会計   148億6,821万円 130億6,259万円 18億  562万円�

 老  人  保  健  特  別  会  計   125億4,588万円 127億8,021万円 △2億3,433万円�

 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計   75億7,703万円 73億7,195万円 2億  508万円�

 公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計   71億  764万円 72億1,826万円 △1億1,062万円�

 そ の 他 の 特 別 会 計　※   8億4,843万円 18億7,733万円 △10億2,890万円�

※その他の特別会計には、公平委員会、土地取得、農業集落排水、4財産区、駐車場の各特別会計の合計額を記載しています。�

特別会計�

 25億4,146万円 25億3,729万円 417万円�

 24億9,318万円 24億9,315万円 3万円�

 5億4,121万円 5億8,458万円 △4,337万円�

 15億4,110万円 15億4,271万円 △161万円�

 113億8,919万円 107億6,190万円 6億2,729万円�

 124億6,867万円 119億1,627万円 5億5,240万円�

 9億7,517万円 9億7,925万円 △408万円�

 14億2,959万円 13億6,420万円 6,539万円�

  1億6,899万円 △1億6,899万円�

   1億6,530万円 △1億6,530万円�

   0 0�

   0 0

企業会計�

�
 

水 道 事 業 会 計

 
収益
 収入�

   支出�

  
資本
 収入�

   支出�

 

病 院 事 業 会 計

 
収益
 収入�

   支出�

  
資本
 収入�

   支出�

 

国民宿舎事業会計

 
収益
 収入�

   支出�

  
資本
 収入�

   支出�

 会　　計　　名 平成19年度予算額 平成18年度予算額 増　　減�

 会　　計　　名 平成19年度予算額 平成18年度予算額 増　　減�

廃　止�
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本
条
例
は
、
国
民
健
康
保
険
税

の
介
護
納
付
金
課
税
限
度
額
を
、

８
万
円
か
ら
９
万
円
に
改
正
す
る

も
の
で
す
。

こ
の
条
例
の
施
行
は
４
月
１
日

か
ら
で
、
19
年
度
分
の
国
民
健
康

保
険
税
か
ら
適
用
し
ま
す
。

賛
成
30
（
公
・
無
）、
反
対
３

（
共
）
に
よ
り
可
決
。

（
共
産
）
こ
の
改
正
に
よ

る
影
響
を
受
け
る
対
象
者
は
、
約

４
百
人
で
、
４
百
万
円
の
増
税
に

な
る
。

現
在
で
も
高
過
ぎ
る
国
保
税
に

滞
納
者
は
ふ
え
続
け
、
滞
納
累
計

額
は
約
13
億
１
、
８
０
０
万
円
、

滞
納
世
帯
は
５
、
５
０
０
世
帯
を

超
え
、
税
金
を
払
い
た
く
て
も
払

え
な
い
世
帯
が
ふ
え
て
い
る
。
そ

の
う
ち
、
介
護
納
付
金
分
の
滞
納

累
計
額
は
約
１
億
１
１
１
万
円
と

な
っ
て
い
る
。

多
く
の
市
民
は
高
過
ぎ
る
国
保

税
の
引
き
下
げ
を
求
め
て
い
る
。

申
請
減
免
の
制
度
は
あ
る
が
、
適

用
基
準
が
厳
し
く
制
度
が
生
か
さ

れ
て
い
な
い
。

こ
の
改
正
は
国
保
税
の
値
上
げ

そ
の
も
の
で
あ
る
の
で
反
対
す

る
。

（
公
明
）
18
年
度
の
税
制

改
正
に
よ
り
、
国
民
健
康
保
険
税

の
課
税
額
の
見
直
し
が
行
わ
れ

た
。
関
連
し
て
、
地
方
税
法
施
行

令
が
18
年
４
月
に
施
行
さ
れ
た
こ

と
に
伴
い
介
護
納
付
金
分
課
税
限

度
額
を
改
正
す
る
も
の
で
あ
る
。

近
年
、
国
保
を
取
り
巻
く
環
境

が
厳
し
い
中
で
、
保
険
財
政
安
定

化
の
た
め
に
は
や
む
を
得
な
い
と

理
解
す
る
。
今
回
、
施
行
令
改
正

か
ら
１
年
お
く
れ
て
の
改
正
と
な

り
、
国
の
法
令
の
改
正
に
従
う
こ

と
が
国
民
の
負
担
の
公
平
感
に
も

つ
な
が
る
と
考
え
る
。

医
療
費
に
よ
り
国
保
税
等
が
決

定
さ
れ
る
た
め
、
今
後
も
健
康
増

進
、
疾
病
予
防

に
重
点
を
置
い

た
保
健
事
業
の

取
り
組
み
を
要

望
し
賛
成
す
る
。

国
民
健
康
保
険
税
条
例
の
一
部
改
正
を
可
決

討
　
論

改
正
は
国
保
税
の

値
上
げ
そ
の
も
の

保
険
財
政
安
定
の
た
め

や
む
を
得
な
い
と
理
解

第
１
６
４
回
通
常
国
会
に
お
い
て
「
医
療
制
度
改
革
関

連
法
」
が
成
立
し
、
現
在
38
万
床
あ
る
療
養
病
床
の
う
ち

の
６
割
に
当
た
る
23
万
床
を
削
減
し
、
平
成
23
年
度
ま
で

に
介
護
療
養
病
床
は
廃
止
、
医
療
療
養
病
床
は
15
万
床
に

す
る
療
養
病
床
の
再
編
が
盛
り
込
ま
れ
た
。

平
成
18
年
10
月
か
ら
医
療
療
養
病
床
に
入
院
す
る
70
歳

以
上
の
患
者
の
う
ち
、
医
療
の
必
要
度
が
低
い
と
み
な
さ

れ
る
患
者
の
、
食
費
・
居
住
費
が
保
険
給
付
費
か
ら
外
さ

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
該
当
の
入
院
患
者
は
、
大
幅
な
負

担
増
を
強
い
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
入
院
継
続
が
困
難
に
な

り
、
や
む
な
く
退
院
す
る
方
が
多
数
出
て
く
る
と
も
予
想

さ
れ
る
。
ま
た
、
平
成
18
年
７
月
１
日
か
ら
、
削
減
計
画

に
先
立
っ
て
、
療
養
病
床
の
入
院
基
本
料
が
大
幅
に
削
減

さ
れ
、
特
に
入
院
患
者
の
５
割
を
占
め
る
と
い
わ
れ
る
、

厚
生
労
働
省
が
「
医
療
の
必
要
度
が
低
い
」
と
す
る
患
者

の
入
院
基
本
料
が
大
幅
に
引
き
下
げ
ら
れ
た
。

療
養
病
床
、
老
人
保
健
施
設
、
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

の
３
施
設
で
は
待
機
者
が
多
く
、
入
院
（
入
所
）
ま
で
に

は
数
カ
月
か
ら
数
年
か
か
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
平
成
18

年
１
月
現
在
、特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
入
所
希
望
者
は
、

全
国
で
延
べ
約
38
万
人
、
静
岡
県
で
の
待
機
者
は
実
人
員

で
５
、
７
２
６
人
と
報
告
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
ま
ま
い
け
ば
、
ど
こ
に
も
行
き
場
の
な
い
、
い
わ

ゆ
る
「
医
療
難
民
」「
介
護
難
民
」
が
各
地
に
あ
ふ
れ
る

こ
と
が
予
見
さ
れ
る
。

よ
っ
て
、
国
に
お
か
れ
て
は
、
地
域
住
民
が
、
い
つ
で

も
、
ど
こ
で
も
安
心
し
て
医
療
や
介
護
を
受
け
ら
れ
る
よ

う
次
の
事
項
を
要
望
す
る
。

１
　
療
養
病
床
の
廃
止
・
削
減
計
画
に
つ
い
て
は
慎
重
を

期
す
る
こ
と
。

◎
療
養
病
床
の
廃
止
・
削
減
計
画
に
関
す
る
意
見
書

（
内
閣
総
理
・
厚
生
労
働
大
臣
あ
て
）

平
成
18
年
10
月
か
ら
「
障
害
者
自
立
支
援
法
」
が
全
面

施
行
さ
れ
、
障
害
者
の
各
種
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
に
応
益
負

担
制
度
が
導
入
さ
れ
た
。

こ
の
間
、
原
則
１
割
の
応
益
負
担
に
よ
る
利
用
者
の
負

担
増
、
自
己
負
担
を
減
ら
す
た
め
に
施
設
か
ら
の
退
所
、

作
業
所
へ
の
通
所
の
断
念
や
ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ
サ
ー
ビ
ス
利

用
の
手
控
え
等
が
起
き
て
い
る
。
ま
た
、
報
酬
単
価
の
引

き
下
げ
や
利
用
実
績
に
基
づ
く
報
酬
の
日
額
払
い
方
式
の

導
入
に
よ
り
、特
に
通
所
施
設
の
収
入
が
悪
化
す
る
な
ど
、

事
業
者
を
取
り
巻
く
環
境
も
大
変
厳
し
い
も
の
と
な
っ
て

い
る
。

こ
の
た
め
、
制
度
変
更
が
及
ぼ
す
影
響
を
重
視
し
た
自

治
体
で
は
、
独
自
に
サ
ー
ビ
ス
利
用
の
軽
減
策
や
施
設
運

営
費
等
の
支
援
策
を
行
っ
て
い
る
が
、
本
来
こ
れ
ら
は
、

国
に
お
い
て
措
置
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
障
害
者
が

安
心
し
て
、
安
定
し
た
地
域
生
活
を
送
る
こ
と
を
支
援
す

る
た
め
に
法
制
度
の
改
善
や
見
直
し
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

よ
っ
て
、
国
に
お
か
れ
て
は
、
真
に
障
害
者
が
自
立
と

社
会
参
加
を
求
め
る
観
点
か
ら
、
次
の
事
項
を
早
急
に
実

施
す
る
よ
う
強
く
要
望
す
る
。

１
　
利
用
者
の
負
担
増
が
サ
ー
ビ
ス
利
用
の
後
退
に
つ
な

が
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
原
則
１
割
の
利
用
者
負
担
に

つ
い
て
減
免
制
度
の
拡
充
を
図
る
こ
と
。

２
　
事
業
者
報
酬
の
単
価
引
き
下
げ
や
「
日
額
制
」
へ
の

変
更
等
に
よ
り
施
設
経
営
へ
の
支
障
が
生
ず
る
こ
と
の

な
い
よ
う
、
報
酬
の
見
直
し
な
ど
必
要
な
措
置
を
講
ず

る
こ
と
。

◎
「
障
害
者
自
立
支
援
法
」
の
改
善
を
求
め
る
意
見
書

（
内
閣
総
理
・
総
務
・
財
務
・
厚
生
労
働
大
臣
、
衆
議
院
・
参
議
院
議
長
あ
て
）
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当
局
提
出
の
原
案
は
、
磐
田
駅

前
地
区
再
開
発
組
合
か
ら
購
入
を

予
定
し
て
い
る
磐
田
駅
前
の
駐
車

場
施
設
を
、
市
営
駐
車
場
と
し
て

新
た
に
設
置
し
、
管
理
・
運
営
す

る
た
め
の
改
正
で
す
。

内
容
は
、
新
施
設
に
つ
い
て
、

名
称
を
「
リ
ベ
ー
ラ
磐
田
市
営
駐

車
場
」
と
し
、
駐
車
対
象
車
両
、

駐
車
料
金
、
回
数
駐
車
券
等
に
つ

い
て
定
め
る
も
の
で
す
。

所
管
の
建
設
環
境
委
員
会
で

は
、
委
員
７
人
か
ら
修
正
案
が
提

出
さ
れ
ま
し
た
。

修
正
案
の
内
容
は
、
リ
ベ
ー
ラ

磐
田
市
営
駐
車
場
の
回
数
駐
車
券

を
、

60
券
片
に
対
し
50
券
片

に
相
当
す
る
額
と
す
る
項
目
の
新

設
、

１
３
０
券
片
、
１
、
５

０
０
券
片
及
び
８
、
０
０
０
券
片

の
項
目
の
削
除
、

豊
田
町
駅

駐
車
場
を
同
じ
取
り
扱
い
と
す
る

も
の
で
す
。

修
正
案
の
提
案
趣
旨
は
、
市
営

駐
車
場
と
い
う
観
点
か
ら
、
原
案

の
多
量
か
つ
大
幅
な
割
引
回
数
の

駐
車
券
は
、
一
般
市
民
の
利
用
を

対
象
と
し
た
も
の
と
は
考
え
ら
れ

駐
車
場
条
例
の
一
部
改
正
を
一
部
修
正
し
可
決

な
い
。
特
別
会
計
の
対
象
事
業
と

い
う
観
点
か
ら
、
大
幅
な
割
引
は

本
来
の
収
益
率
を
損
な
う
も
の
で

あ
る
。
ま
た
、
同
じ
市
営
駐
車
場

と
し
て
、
現
在
あ
る
豊
田
町
駅
駐

車
場
と
回
数
駐
車
券
の
取
り
扱
い

を
合
わ
せ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う

も
の
で
す
。

委
員
会
で
は
、
全
会
一
致
に
よ

り
修
正
可
決
し
ま
し
た
。

本
会
議
で
は
、
委
員
会
審
査
報

告
・
討
論
等
の
後
、
採
決
し
ま
し

た
。賛

成
30
（
公
・
無
）、
反
対
３

（
共
）
に
よ
り
委
員
会
修
正
案
を
可

決
。
修
正
議
決
し
た
部
分
を
除
く

原
案
は
全
会
一
致
に
よ
り
可
決
。

（
共
産
）
修
正
案
に
反
対
し
、

原
案
に
賛
成
す
る
。

原
案
は
、
回
数
駐
車
券
が
百
券

片
分
の
料
金
で
１
３
０
券
片
分
で

は
約
23
％
の
割
引
率
、
千
券
片
分

の
料
金
で
１
、
５
０
０
券
片
で
は

約
33
％
の
割
引
率
な
ど
、
回
数
駐

車
券
の
利
用
は
か
な
り
割
引
さ
れ

て
い
る
。
市
民
に
駐
車
場
を
利
用

し
て
も
ら
う
に
は
、
料
金
や
回
数

券
の
設
定
に
工
夫
が
必
要
で
、
回

数
券
に
多
様
な
メ
ニ
ュ
ー
が
あ
る

こ
と
が
有
効
利
用
に
つ
な
が
る
。

修
正
案
で
は
回
数
券
は
２
つ
の

メ
ニ
ュ
ー
し
か
な
く
、
市
民
か
ら

見
れ
ば
原
案
よ
り
サ
ー
ビ
ス
は
後

退
し
て
い
る
。こ
の
や
り
方
で
は
、

ま
す
ま
す
市
民
が
利
用
し
な
い
の

で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
使
い
方

は
市
民
の
自
由
で
あ
り
、
さ
ま
ざ

ま
な
利
用
の
仕
方
が
考
え
ら
れ
る

た
め
、
選
択
肢
を
ふ
や
し
て
お
く

こ
と
が
駐
車
場
の
利
用
に
つ
な
が

る
。
イ
ベ
ン
ト
等
に
よ
り
駐
車
場

が
利
用
さ
れ
る
ま
ち
づ
く
り
を
要

望
し
、
原
案
に
賛
成
す
る
。

討
　
論

選
択
肢
を
ふ
や
す
こ
と
が

利
用
に
つ
な
が
る

市営駐車場の回数駐車券�
【原案】� 【修正案】�

市営駐車場の料金 
金　　額�

最初の1時間まで�
�
以後30分増すごと�
（ただし、午後9時から�
翌日午前7時までは以後�
1時間増すごと）�
�
24時間までごとに1,000円を限度とする。�
�
最初の30分まで�
�
以後30分増すごと�
�
24時間までごとに1,000円を限度とする。�

100円�
�
�

50円�
�
�
�
�
�

200円�
�

100円�

区　　　　　分�

金　　　　　額�

1券片を100円とし、22券片に対し�
20券片に相当する額とする。�
�
1券片を100円とし、22券片に対し�
20券片に相当する額とする。�
�
1券片を100円とし、130券片に対し�
100券片に相当する額とする。�
�
1券片を100円とし、1,500券片に対し�
1,000券片に相当する額とする。�
�
1券片を100円とし、8,000券片に対し�
5,000券片に相当する額とする。�

区　　分� 金　　　　　額�

1券片を100円とし、22券片に対し�
20券片に相当する額とする。�

1券片を100円とし、60券片に対し�
50券片に相当する額とする。�

区　　分�

豊 田 町 駅 �
駐車場及び�
リベーラ磐田�
市営駐車場�

豊 田 町 駅 �
駐 車 場 �

豊 田 町 駅 �
駐 車 場 �

リベーラ磐田�
市営駐車場�

リベーラ磐田�
市営駐車場�


